
2023 年４月期 埼玉大学国際交流会館 4 号館入居募集要項（日本人学生用） 

埼玉大学国際交流会館４号館（住所：埼玉県さいたま市桜区下大久保
640））は、創立 70 周年記念事業として、令和元年９月に完成された、
留学生、日本人学生混住型宿舎です。留学生と日本人学生が様々な交流
の中で、新たな可能性を見いだすことが期待されています。 
  ついては、下記のとおり日本人学生の入居者を募集しますので、特に
留学生との交流を希望する方は、期限内に申請してください。 
 
１．申請資格・入居資格 

2023 年 4 月 1 日時点において、以下の全ての要件を満たす日本人学生 
① 学部 2 年生以上（「3 年次編入学」入学予定者を含む）もしくは大学院に在籍する正規生（入学予定

者を含む。また、入試形態を問わない。） 
② 休学予定でないこと 
③ 就学状況が良好であること 
④ 留学生との交流に意欲的な者（留学生によっては英語しかできない場合があるので、日常英会話

ができる人が望ましい） 
⑤ 同居型住戸のため、共同生活に適応できる調和力を持つ者 

 
２．入居許可期間 
  入居許可日：2023 年４月 3 日(月)  
  退去許可日：2024 年 3 月 4 日(月) もしくは 2025 年 3 月 3 日（月） 
 
３．申請書類 

 ①入居申請書（様式第 1-３号） ※申請書類には、2023 年 4 月 1 日時点の情報を記載してください。 
  ②調書 
  ③学生証の写し 
 
４．提出方法及び提出期間 
（１）提出方法 メール提出。タイトルを【入居申請】I-House とし、申請書類 Excel ファイルを送付し

てください。 
        送信先： ihouse＠gr.saitama-u.ac.jp  
（２）提出期間 2022 年 12 月 22 日(木)～2023 年 1 月 31 日(火) 
 
５．募集人数及び選考の方法 
  ６名(男女各 3 名) 

申請者多数の場合、書類選考を行います。 
申請者数が募集人数に満たない場合、再募集をかけることがあります。 



 
６．結果通知 
（１）結果通知時期 
  2023 年２月 17 日(金)予定 
（２）結果通知方法 
  入居申請書に記載されたメールアドレスに選考結果をお知らせします。 
 
７．居室説明 
（１）居室 
  国際交流会館 4 号館の単身 3 人室で留学生 1 名以上と入居することとなります。 

※退去期間など時期によっては、留学生がいない期間もあります。また、外国人留学生が査証入手等 
で日数を要す場合など単身利用となる期間もあります。 
ユニット内の個室のみ専有で、リビング等は共用となります。 

   
（２）設備等 
   ①ユニット内 

個室 ベッド、マットレス、ワードローブ、机、デスクライト、椅子、カーテン、
エアコン、Wi-Fi 完備 

共用 リビング（ガスコンロ、冷蔵庫、食器棚、食卓、椅子 3 脚、エアコン）、 
シャワールーム（風呂なし）、脱衣所、洗面台   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

←日本人学生は特段の事情がない限り、
個室 3 を利用していただきます。 



②1 階共用施設（午後 11 時までの利用） 
ラウンジ 電子レンジ 2 台 テレビ 1 台 Wi-Fi 完備 
ランドリールーム 洗濯機８台 200 円/1 回 乾燥機４台 100 円/20 分  

（３）料金 

居室 寄宿料(月額) 
管理費(月額) 

（毎月 1 日の利用状態による） 

退去時 
積立金 
(月額) 

退去時清掃代金 
（退去時に請求） 

4 号館単身 3 人室 12,000 円 
（個人利用時）12,900 円 

（複数人同居時）8,400 円 
13,000 円 37,000～40,000 円 

 
① 退去時積立金は、入居日から最初の 5 か月間のみ請求されます。一括して支払うことはできませ

ん。 
② 管理費は毎月 1 日の利用状況により上述の料金が適用されます。光熱水料においても毎月 1 日

の利用状態により異なり、個人利用時は使用量に応じて請求されます。複数人同居時は月額定額
9,750 円が請求されます。 

  ③ 上記の料金は、経済動向等により改定されることがあります。 
 
８．注意事項 
  ① 申請数により、入居できないことがあります。申請をしたからと言って、必ずしも決定になるも

のではありません。 
  ② 個人の都合による居室の選定、変更、同居にかかる外国人留学生の出身地域を指定することは認

められません。 
   ③ 実際の入居日に関わらず、料金は入居許可日から発生します。 

④ 1 日でも入居していれば、1 ヶ月分の料金を支払う必要があります。ただし、入居許可期間が 
15 日以下の月の寄宿料及び管理費は、半額です。 

⑤ 国際交流会館４号館にはエレベーターはありません。 
⑥ 荷物を事前に預かることはできません。荷物はご自分で運んでください。 
⑦ 休学・留学期間中は居室利用できません。休学・留学することが決まった際には退去していただ

きます。 
 
 
 

 

【問合せ先】  
埼玉大学留学・国際交流課 

 E-mail: ryugaku＠gr.saitama-u.ac.jp 
 


